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4 浦佐地域づくり協議会組織図 
（2023年 4月 1日 適用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南魚沼市役所 
     総務部 U&I ときめき課 

会 長  1名 

副会長 2名 
(基本︓五箇・川東地区) 

事務長 1名 （常勤者） 
会 計 1名 

幹 事  10名程度 
 浦佐公民館長 商工会(大和・浦佐) 
魚沼漁協浦佐分会 地域づくり団体 
識見者・有識者  浦佐まちづくり機構 

行政区代表者  15名（うち、浦佐大区長は幹事へ） 

境川区 岩山区 町屋区 新町区 西浦区 本町区 
浦佐門前区 浦佐上町区 田町区 富町区 川原町区  
天王町区 浅地区 鰕島区 浦佐八色区  

顧 問  （浦佐地区選出市議会議員） 監事（監査） 

市 民 ・ 生 活 者 

○ 会長  
  
○ 副会長  
 （五箇地区のほか、役員選
出地域のバランスを考慮し選出
する） 

○ 事務局 
 事務長（地区センター長） 
○ 会計 

○ 幹事 
 選出区分により幹事を 
選出し、人数は 10名程度 

 
○ 各行政区代表 
 参画は原則行政区長であ 
るが、区長に代わる代表も 
可とする 

 （15区から各 1名） 
 
○ 顧問 
 浦佐地区選出の市議会議 
員を顧問とし、監事となる 
 
 
（総員 32名前後） 
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協議会４役 

協議会執行部 

 

資料 7 


